
川崎市消防局救急用資器材管理要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市救急業務実施規程（平成２３年消防局訓令第９号

）第２条第４号に基づき、救急用資器材の管理について、必要な事項を定め

るものとする。 

 （救急用資器材の種別） 

第２条 この要綱に定める救急用資器材の種別については、次の各号に定める

ところによるものとする。 

（１）救急用資器材とは、救急業務に使用する全ての資器材をいう。 

（２）観察用資器材とは、傷病者の観察等に使用する資器材をいう。 

（３）呼吸・循環管理用資器材とは、傷病者の呼吸及び循環管理に使用する資

器材をいう。 

（４）創傷等保護用資器材とは、傷病者の創傷等保護に使用する資器材をいう

。 

（５）保温・搬送用資器材とは、傷病者の保温及び搬送に使用する資器材をい

う。 

（６）消毒用資器材とは、傷病者及び車両等の消毒に使用する資器材をいう。 

（７）通信用資器材とは、通信連絡に必要な資器材をいう。 

（８）救出用資器材とは、要救助者の救出及び車両等の破壊に使用する資器材

をいう。 

（９）その他の資器材とは、第２号から第８号まで以外の資器材をいう。 

（管理責任者等） 

第３条 消防署に管理責任者を置き、消防署長をもって充てる。 

２ 消防署に副管理責任者を置き、署担当課長をもって充てる。 

（管理責任者等の責務） 



第４条 管理責任者は、消防署及び消防出張所（以下「出張所」という。）に

配置されている救急用資器材の管理全般を統括する。 

２ 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、消防署及び出張所に配置されてい

る救急用資器材の管理事務を監督する。 

（保管責任者等） 

第５条 消防署に保管責任者を置き、救急係長をもって充てる。 

２ 消防署及び出張所に副保管責任者を置き、救急隊長（救急隊未配置出張所

にあっては出張所長）をもって充てる。 

（保管責任者等の責務） 

第６条 保管責任者は、消防署及び出張所に配置されている救急用資器材の管

理を徹底するとともに、適切な取扱いの指導を行わなければならない。 

２ 副保管責任者は、保管責任者を補佐し、消防署及び出張所又は救急現場等

における救急用資器材の管理及び適切な取扱いについて万全を期さなければ

ならない。 

 （管理） 

第７条 消防署及び出張所に配置されている救急用資器材の管理は、次の各号

に定めるところにより行わなければならない。 

（１）消防署及び出張所に配置されている全ての救急用資器材について、救急

用資器材管理状況表（第１号様式）に記入し、適切に維持管理するものと

する。 

（２）医薬品等の管理については、別に定めるところにより管理するものとす

る。 

（３）通信用資器材については、川崎市消防通信規程に基づき管理するものと

する。 

（４）別表に定める救急用資器材以外の資器材について、管理責任者が管理品



目として管理する必要があると認める場合は、新たな管理品目として追加

することができるものとする。 

（５）救急用資器材に増減が生じた場合は、その都度救急用資器材管理状況表

（第１号様式）を修正し、備考欄に理由を記載するものとする。 

（点検） 

第８条 救急用資器材の点検は、次の各号に定めるところにより行い、常に使

用可能な状態にしておかなければならない。 

（１）日常点検 

服務交代後及び使用後は速やかに救急用資器材の機能点検等を実施しな

ければならない。 

（２）定期点検 

救急用資器材の定期点検は毎月１回以上実施し、数量及び状態を救急用

資器材点検記録表（第２号様式）に記録するとともに、救急用資器材点検

記録検印表〔第２号様式（２）〕により管理責任者の承認を受けるものと

する。 

（３）特別点検 

特別に点検を要する資器材については、所管課により外部業者に特別点

検を依頼し、点検終了後はその結果を速やかに消防長に報告するものとす

る。 

（４）緊急点検 

救急用資器材に不具合及び破損等が生じた場合は使用を停止するととも

に、速やかに所管課に報告し、緊急点検を実施するものとする。 

（消毒等） 

第９条 救急自動車及び救急用資器材の消毒及び抗菌処理を、次の各号に定め

るところにより適切に行わなければならない。 



（１）定期消毒 毎月１回 

（２）使用後の消毒 毎使用後 

（３）抗菌処理 ３か月に１回 

（消毒の標示） 

第１０条 前条に定める消毒等を行った後は、その結果を救急用資器材（車両

）消毒等記録表（第３号様式）に記録し、救急自動車の見やすい場所に標示

しておかなければならない。 

（報 告） 

第１１条 管理責任者は、毎年３月末日現在の管理状況を、救急用資器材管理

状況表（第１号様式）により４月末日までに消防長に報告しなければならな

い。 

（修理申請） 

第１２条 救急活動及び訓練等により、救急用資器材に損傷及び故障等が生じ

、修理を要する場合は、使用を停止し、修理申請書（第４号様式）により速

やかに所管課あて修理申請をするものとする。 

（消耗品請求） 

第１３条 救急活動時に必要な消耗品は、別に定めるところにより請求するも

のとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 



別 表 

 

【観察用資器材】 

体温計 検眼ライト 

携帯用血圧計 耐振動血圧計 

聴診器 携帯用血中酸素飽和度測定器 

救急搬送用モニター一式  

【呼吸・循環管理用資器材】 

自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 

心肺蘇生用背板 酸素吸入装置 

電動吸引器 経鼻エアウェイ 

咽頭鏡セット マギール鉗子 

ショックパンツ 輸液・薬剤投与用器具一式 

ラリンゲアルマスク・チューブ 自動体外式除細動器 

人工呼吸器 手動式吸引器 

輸液ポンプ 蘇生器セット 

ＣＰＲ等管理セット  

【創傷等保護用資器材】 

副子 止血帯 

外傷処理用具一式 頚部固定用器具 

陰圧固定具 スクープストレッチャー 

バックボード 敷物 

【保温・搬送用資器材】 

ストレッチャー まくら 

雨覆い 保温用毛布 

【消毒用資器材】 

噴霧消毒器 その他の消毒器 

【通信用資器材】 

車載無線機 携帯電話 

【救出用資器材】 

救命浮環一式 万能斧 

【その他の資器材】 

氷のう 臍帯クリップ 

はさみ一式 ピンセット一式 



手袋 マスク 

膿盆 汚物入れ 

手洗器 洗眼器 

救急活動用保安帽 バック類 

照明器具 耐刃防護衣 

ディスポーザブル化学防護服 トリアージタッグ 

トリアージシート トリアージベスト 

感染防止衣上衣 感染防止衣下衣 

白衣 蘇生訓練用人形 

訓練用自動体外式除細動器  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 第１号様式（第７条関係） 

救急用資器材管理状況表 
 

数 量 の 内 容 良 否 種

別 
品 名 合 計

備品 その他 車両付 良 否 
備考 
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第２号様式（第８条関係） 

救急用資器材点検記録表 

品   名  型   式  

□備品 □車両積載備品 
配置年月日 年 月 日 配置区分 

□保管 （             ） 

点 検 月 日 使 用 月 日 機能点検内容 摘             要 

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

月  日 月  日 □良 □不良  

 



第２号様式（２） （第８条関係） 

 

救急用資器材点検記録検印表 

 
点 検 年 月 日 課 別 担 任 救急隊長 所 長 救急係長 警防課長 担当課長 署 長 

１課 
        

月  日 

２課 
       

１課 
       

    月  日 

２課 
       

１課 
       

月  日 

２課 
       

１課 
       

    月  日 

２課 
       

１課 
       

月  日 

２課 
       

１課 
       

    月  日 

２課 
       

１課 
       

月  日 

２課 
       

 



第３号様式（第１０条関係） 

 

救急用資器材（車両）消毒等記録表 

 

年 月 日 消毒資器材名 担当者 備 考 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 



第４号様式（第１２条関係） 

  

消防署  課

担 当 係 長 課 長 署 長 主 任 係 長 課 長所 

属 

    

 

所 

管 

   

 

第     号 

  年  月  日 

 消防局長様 

 

署長 

修理申請書 
 

 

品名等 

品名、メーカー、製造番号 

 

配置年月／経過年数 
配置年月 

     年    月 

経過年数 

年経過 

故障月日  

修理個所  

経過及び状況  

処 理 経 過 

所管課使用欄 受取印 

※ 破損等がある場合は、状況写真を添付すること。 


